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令和７年度 佐賀県自主防災組織リーダー研修会 実施要領 

 

 

１ 目的 
  災害発生時において、被害の防止、軽減を図るには、自主防災組織や民間企業等によ

る初期活動が重要である。 
  これら多様な主体に対する日頃のそなえの必要性を普及するため、防災に関する実践

的な知識と技術を有し、地域における防災活動等の中心的役割を担う人材を育成する講

座を開催し、防災力の強化を図るとともに本県における防災体制の充実を図り地域防災

力の強化に資することを目的とする。 
 

２ 実施主体および後援等 

共催  佐賀県 
多久市、神埼市 

          一般財団法人 日本防火・防災協会 

  後援 総務省消防庁 
 
３ 実施日時・実施場所・参加予定者 

（１）日  時：令和７年１１月８日（土）９時３０分～１６時００分 
   会  場：多久市立東原庠舎東部校 
   参加人数：多久市自主防災組織等の役員など 約５０名 
 
（２）日  時：令和７年１１月９日（日）９時３０分～１５時００分 
   会  場：協和町自治会館、（株）プレースホーム 
   参加人数：協和町自主防災会の役員など 約６０名 
 

４ 研修内容 

   別紙日程表  

 

５ 延期等の判断 

  次の（１）～（３）基準に基づき、県が研修の中止等の判断を行った場合は、研修会を中止する。 

（１） 大雨、台風等 

原則として以下の①～③の時点で判断を行う。なお、県内の海上に発令された暴風警報

等については、判断基準の対象外とする。 

① 研修前日（７日、８日）１８時時点の判断基準 

研修前日（７日、８日）１７時に佐賀地方気象台から発表される早期注意情報において、

研修当日（８日、９日）６時～２４時に研修会場地域に警報級の可能性が「高」と発表さ

れたとき、もしくは「中」が発表され、県が必要と認めたとき。 

② 研修当日（８日、９日）朝５時時点の判断基準 

研修当日（８日、９日）朝５時時点で既に研修会場地域に気象警報が発表されていると

き。 

1 実施要領 
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③ 研修当日（８日、９日）朝５時以降の判断基準 

研修当日（８日、９日）朝５時以降に研修会場地域に気象警報が発表されたとき。 

（２） 地震 

原則として以下の①～②の時点で判断を行う。 

① 研修当日（８日、９日）朝５時時点の判断基準 

研修当日（８日、９日）朝５時以前に研修会場地域に震度４以上を観測する地震が発

生し、８日朝５時時点、または９日の５時時点で県が災害情報連絡室等の体制をとって

いるとき。 

② 研修当日（８日、９日）朝５時以降の判断基準 

研修当日（８日、９日）朝５時以降に研修会場地域に震度４以上を観測する地震が発

生したとき。 

（３） その他 

危機事象（自然災害、感染症、家畜伝染症、国民保護、大規模事故等）が県内で発生し、

県が必要と認めたときに判断を行う。 

 

６ 費用 

  受講料は無料とする。ただし、個人にかかる経費（講座にかかる交通費、駐車場代、宿泊費、

食事代等）については受講者の負担とする。 

 

７ 交通手段 

敷地内の駐車場（無料）を準備しているが、交通手段については、できるだけ公共交通機

関を使用して各自開催場所まで向かうものとする。 

 

８ 問い合わせ先 

   佐賀県政策部危機管理・報道局危機管理防災課 

災害対策・国民保護担当 岡村 

   TEL 0952-25-7362  FAX 0952-25-7262 

E-mail kikikanribousai@pref.saga.lg.jp  

mailto:kikikanribousai@pref.saga.lg.jp
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2 日程表 
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○神埼市
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令和７年度佐賀県自主防災組織リーダー研修会 

佐賀県 政策部 危機管理・報道局 危機管理防災課 

 

 

近年、日本中で大災害が発生しております。県内では、平成 30 年から令和 3 年まで４
年連続で特別警報が発表されており、県民の防災に対する関心が高まっております。自主
防災組織において、より災害時の実践的な研修会が求められている中、自主防災組織が主
体となった避難所開設・運営訓練を行いました。自主防災組織が主導する事で、早期避難
を行う事ができるため、より多くの県民が災害から身を守ることができます。 

今回の研修は、１１月８日（土）に多久市、１１月９日（日）に神埼市でそれぞれ開
催しました。研修では自主防災組織の会長や役員、各区の区長など、合計１０５名が参加
しました。 

 
多久市は佐賀県のほぼ中央部に位置し、四方を山に囲まれた盆地で、東と北は小城市

小城町、佐賀市富士町、西と北は唐津市厳木町、相知町、南は、小城市牛津町、杵島郡江
北町、大町町、西南は武雄市と接しています。天山、船山、鬼の鼻山等の本市をとりまく
周囲の諸山から源を発する河川は、市の中央部を東西に貫く牛津川を主流として、南北よ
り草木原、板屋、向谷、中通、今出、石原、別府の諸河川が合流して、東多久町納所をと
おり、小城市を経て六角川に注いでいます。これらの河川は、一般的に流路延長が短く、
地形地質的にも条件が悪いため、特に牛津川に注ぐ河川は、降雨量の多い時期には洪水が
発生しやすい地形です。 

 
神埼市は、佐賀県の東部に位置し、東は神埼郡吉野ヶ里町及び三養基郡みやき町、北は

脊振山地を隔てて福岡市、南は九州の大河、筑後川を挟んで福岡県久留米市、西は県都の
佐賀市と隣接しています。山林・原野などが約 66％を占めており、田畑が 28％、住宅は全
体の 5％強であり、緑豊かな環境が広がっています。また、地形は、北は山麓部、南は平坦
部、その中央部を城原川が貫流し南下しており、筑後川を経て有明海へと注いでいます。
この城原川は、しばしば排水不良に起因した氾濫が発生する状況にあります。これは山地
から平地に出し川床の傾斜が急変するところ、及び川幅が狭くなっているところ、或いは
屈曲が多い場所などはいずれも堤防の決壊、溢水、氾濫の原因となっています。 
また、河川の排水機能は有明海の潮位の関係上常時開放して自然排水をすることが不可能
であるため、平坦部においても、各河川の排水機能不良に起因する洪水や浸水が発生し常
習的な災害を発生させています。 

３ 概要 

防災・減災SAGA 
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４ 「避難と避難所について」 （大分大学 板井 幸則氏） 

 大分大学 減災・復興デザイン教育研究センター 防災コーディネーターの板井氏によ
る避難所運営について講義いただきました。板井氏が臼杵市消防本部に勤務されていた
際、大分県緊急消防援助隊員として東日本大震災に派遣され、現地で実際に見られた避難
所の現状や、令和６年能登半島地震の避難所環境調査を通して得られた気づきについて講
演をされました。避難所には、私たちが想像することができないような物資や衛生環境、
避難所での犯罪などの様々な課題があり、配慮や支援が必要な方々も避難してくるので、
避難所運営を担う組織が効率よく運営することが大切であることを学んでもらいました。
とくに、能登半島地震では避難所のトイレ問題が大きく取り上げられたこともあり、トイ
レの備えについてもお話しがありました。 

今回の研修会場は、実際に利用される避難所でもあるため、どのような避難所生活に
なるかのイメージをしながら研修を実施しました。避難所を効率よく運営するために重要
なことは、ルールの設定と避難所のレイアウト（配置）、ゾーニング（区画分け）である
ことを学び、避難所生活の改善には、実際に避難する住民が主体となり運営する事が重要
となることを体感する事ができました。 

後半の避難所運営訓練実践編に向けて、避難所内レイアウト例を参考にしながら各個
人で避難所設営のイメージをし、避難所運営の班分けと、それぞれの班が行う具体的な業
務が示されました。 

また、多久市開催では研修会場となった学校に設置している防災倉庫に整備する資器
材について多久市防災安全課の職員から説明と実物を使って使用方法の確認があり、参加
者からは数量やほかの避難所での整備状況についての質問が上がったり、職員に対し直接
必要な資機材の要望等に関する声があがったりするなど、関心の高さをうかがえました。 
 
 
１１月８日（土）多久市 講義の風景 
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１１月９日（日）神埼市 講義の風景 

 
６ 多久市午後「避難所運営訓練」 （大分大学 板井 幸則氏） 
 参加者が避難所を運営する自主防災組織のリーダーで、避難所を運営することになった
という前提で演習を行いました。演習は研修受講者が避難所運営側と避難者側に分かれて
行われ、両方を体験していただきました。 

訓練は、次々と避難してくる避難者にどのように対応するかを検討するもので、様々
な配慮が必要な方たちの配置を考えながら、避難所内へ案内してもらいました。避難所に
やって来る方たちは、例えば、妊婦さんや、足が不自由な高齢者、言葉が通じない外国人
の方などの役がありました。これらは過去の実際の災害で避難所に来られた避難者となっ
ており、午前の講義で学んだレイアウトとゾーニングの重要性を学ぶことができる、実践
に近い実習となりました。 
 避難所にテレビ取材が来た想定での対応の仕方や、被災地で実際に起きた犯罪などを未
然に防ぐための安全・安心・快適な空間を確保できるよう、避難所運営訓練が必要である
事について実習を通じ研修しました。 
 実践型の訓練を行う中で、午前中の講義で得た知識を積極的に活かそうとする受講者が
多く、互いに意見し合いながら研修を進めることができました。 
 訓練終了後には、運営側各班の代表者から訓練を通しての感想を他の参加者に共有して
いただき、受付での対応が想像より難しかったことや、運営側の各班での情報共有を密に
行うことの重要性を気づきとして共有していただきました。 
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６ 神埼市午後「避難所運営訓練」 （大分大学 板井 幸則氏） 
 神埼市での午後の研修は、午前の研修会場（協和町自治会館）の近隣にある住宅展示場
でに移動し、行いました。午前中の研修会場は内水氾濫が起こった過去があり住民同士で
避難所として使用することの不安があったため、住宅展示場を経営する民間企業に自治会
長、公民館長が神埼市とともに災害時に避難所として開放することを依頼し、承諾された
ことで住宅展示場での研修開催が実現されました。これまで、同住宅展示場を避難所とし
て使用した実績がない会場であったため、まずは住民同士で実際に避難が想定される地区
の住民を想定してレイアウトの検討を行いました。 
 また、地域住民だけでなく、急遽この避難所に避難することになった人、妊婦さんなど
が避難してきたときのことや、午前中の講義で学習したプライバシーへの配慮を行ったプ
ライベート空間の確保等様々な状況を想定したレイアウトの検討を行い、参加した地域住
民同士で共通認識を持つことで災害時にも地域で対応できるような研修にすることができ
ました。 

 

 

 

 

６ 「修了式」 
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研修会の課程終了後、参加者には記念品が贈られました。 
今後、参加者が研修で学んだことを各地域の自主防災活動に活かしていただき、自主

防災活動が充実強化され、研修の目的が達成されることを期待しています。 
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